
◇市税条例改正案への反対討論         （山本） 

 

 日程第２、議案第４１号、八幡市税条例改正案について、日本共産党八幡市議会議員団

を代表して、反対討論をおこないます。 

 委員会質疑において、今回の税制の変更により、個人住民税における給与所得控除、公

的年金控除の一部、10 万円を基礎控除に振り替えることになっています。これ自体は、

サラリーマンや年金受給者の税負担に変わりがないことを確認しました。 

 同時に、こうした控除の振り替えによって社会保障負担に影響がないかどうかを見きわ

めておく必要があります。 

 各担当部署に確認したところ、国民健康保険料、後期高齢者医療の保険料、保育料など

は、税と同様に保険料などの計算に影響がないと思われます。 

 しかし、介護保険料には、基礎控除の仕組みがないため、今回の税制変更の影響により、

給与所得控除や年金控除で 10 万円が減額された分は回復しないことになります。これに

よって、保険料の区分・階層が上がった場合は介護保険料が値上がりすることになります。 

その他の改正点については、おおむね理解できますが、日本共産党市議団として、今回

の税制改正が、介護保険料の負担増につながる可能性があることを指摘して、反対討論と

します。 


